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Ⅰ．はじめに

平成18年自殺対策基本法成立に伴い、岐阜県で
は様々な取り組みが行われてきた。平成23年度、
心の健康相談窓口をはじめとする事業が高山市で
も開始され、自殺予防・家族・遺族支援のネット
ワークが広がりつつある。

自殺企図患者は、身体的治療と並行して精神的治
療を必要とされることが多い。しかし、当院では心
療内科常勤医が不在であり、嘱託医師による外来診
療のみで、常時直接的な精神科医の介入が困難な現
状にある。平成20年度を対象に行った調査「当院に
おける自殺企図患者の現状と課題」1）では、自殺企
図患者の入院当初から退院まで精神的治療を継続的
に行うため、また再企図防止のためには救急医療機
関と精神科医療機関および地域との連携システムの
構築が急務であると考えていた。今回、ひきつづき
平成21・22年度の2年間に当院救急外来を受診した
自殺企図患者の現状と、精神科病院および地域との
連携をめざした取り組みについて報告する。
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Ⅱ．方　法

対象は、平成21年4月から23年3月までの2年
間に当院救急外来を受診した自殺企図患者を性別、
年齢、自殺企図方法、精神科受診歴、自殺未遂歴、
転帰と紹介状の有無などについて、カルテをもと
に後ろ向きに調査した。さらに、市内3施設に紹
介された16名の受診状況について追跡調査した。

当院での取り組みとして、日本臨床救急医学会
作成自殺未遂者への対応の手引き2）に従って、当
院用の救急外来・救命救急センタースタッフのた
めの手引きとチェックリストを作成した。

Ⅲ．結　果

調査期間中の自殺企図患者は134名で、性別は
男性48名（35.8％）、女性86名（64.2％）であった。
そのうち自殺死亡者は、男性14名、女性8名であ
り、自殺完遂率は男性が29.2％、女性が9.3％で
あった。
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図１：年齢分布

図2：自殺企図方法

図3：精神科受診歴の有無 図5：紹介状記入の有無

図4：自殺未遂歴の有無
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年齢は14歳から93歳で、平均年齢は男性53.9歳、
女性40.7歳であった。10歳代から30歳代までで
全体の50％を占める。女性は20歳代・30歳代で
52.3％と半数以上を占める。男性は70歳代が一番
多いが、どの年代にも大きな差はなかった（図1）。

男性の自殺企図方法は、薬物中毒19名（39.6％）、
縊頸16名（33.3％）、リストカット5名（10.4％）、
農薬1名、一酸化炭素中毒2名、その他5名であっ
た。女性の自殺企図方法は、薬物中毒58名（67.4％）
縊頸7名（8.1％）リストカット13名（15.1％）農薬2
名、その他6名であった（図2）。

過去に精神科受診歴のある患者は、82名（61.2％）
であり、それらの企図方法は薬物中毒53名・リ
ストカット12名で79％を占めた。受診歴不明は、
29名（21.6％）であった（図3）。当院心療内科通院
者は7名（8.5％）、他院への通院者は75名（91.5％）
であった。

過去に自殺未遂歴のある患者は、46名 （34.3％）
であり、それらの企図方法は薬物中毒36名（78.3％）
であった。未遂歴不明は、48名（35.8％）であった

（図4）。また、2年間で12名が同じ方法または手
段を変えて自殺企図を繰り返していた。なお、動
機について本人および家族より聴取しカルテ記入
されていたのは22名（16.4％）であった。

自殺企図患者の転帰は、入院77名（57.5％）、外
来受診のみで帰宅35名（26.1％）、死亡22名（16.4％）
であった。入院平均日数は、2.5日であり、入院
中当院心療内科に受診されたのは15名（19.5％）で
あった。帰宅時に紹介状が記入されたのは41名

（36.6％）、当院心療内科への通院者は10名（8.9％）
であった（図5）。市内3施設に紹介された16名の
追跡調査では、14名が当日から3日以内に紹介状
を持参して受診をしていた。
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日本臨床救急医学会は、平成21年3月31日自殺
未遂者への対応の手引きを発行した2）。その手引
きに従って、また調査による現状の問題点と課
題を参考に、当院用の自殺未遂患者診療：飛騨地
域連携モデル、自殺未遂患者のケア：現場でのフ

図6

図7 図8

外来より帰宅時および退院時のチェックリスト
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ローチャートを作成した。また、看護師の対応の
流れやポイント、社会資源の紹介と活用等の内容
を含めた救急外来・救命救急センタースタッフの
ための手引きと帰宅時のチェックリストを作成し
た（図6.7.8）。
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Ⅳ．考　察

日本の自殺者数は1998年以降、年間3万人を超
えており、少なく見積もっても自殺者数の10倍
の自殺未遂者がいると言われている3）。当院でも、
自殺企図によって救急搬送および救急外来受診を
する患者に出会うことが多い。自殺未遂を含めた
自殺企図患者の男女比はおよそ1：2であるのに対
し、自殺死亡者の男女比はおよそ2：1であり、自
殺完遂率は男性に高かった。これらの結果は、平
成20年度の当院の実態調査1）および多くの3次救
急医療機関で行われている調査報告と同様であっ
た4）。

年齢別では、警察庁の自殺統計によれば、20歳
代から30歳代の、社会で活躍する若年から中堅層
の自殺死亡率が上昇傾向にある。当院でも、10歳
代から30歳代の自殺企図患者が全体の半数を占
めている。これは近年、高齢者を中心とする社会
保障制度が成熟してきた一方で、格差社会の問題、
生活や雇用に不安を抱くなど、若い世代を支える
セーフティネットが脆弱になっていること、いじ
めやインターネット自殺などの社会現象が背景に
あるためと考える。

企図方法は、痛みを伴うことなく精神的苦痛を
一時的にリセットできる方法として、大量服薬に
よる薬物中毒が男女ともに多かった。特に、精神
科受診歴のある患者では、向精神薬を所持し、希
死念慮の有無にかかわらず衝動的にも内服が可能
であるためと考える。

自殺企図歴がある場合、自殺企図者の10人に1
人は将来自殺によりなくなるといわれており、自
殺企図者が将来自殺するリスクは一般人口におけ
るリスクの数百倍である。また自殺未遂者の90％
以上が自殺時には何らかの精神疾患に罹患してい
たとの報告がある5）。当院の精神科受診歴があっ
たのは61.2％であったが、受診歴がなかったから
といって精神疾患に罹患していなかったとは言え
ない。たとえば、厚生労働省の調査によれば、う
つ病の患者は増加傾向にあるものの、医療機関を
受診しているものは、ごくわずかと推測されてい
る。来院時の病歴聴取が不十分であった可能性を
含め、精神疾患や精神科医療に対する根強い誤解
や偏見が伺われるものと考える。自殺未遂歴が

あったのは34.3％、未遂の繰り返しは46名中12名
にあり、自殺のハイリスク者である。動機につい
て聴取されていたのは、わずか16.4%であり、自
殺の危険性のアセスメントに必要な情報収集がで
きていない。柳澤は「現病歴、動機、経緯や発見
状況、生活状況、家族構成や支援者、遺書の有無、
特に現在の希死念慮や具体的な計画の有無につい
て検索的にたずねることが極めて重要である」6）

と述べている。精神科疾患の早期発見・早期治療
や、自殺未遂の既往が最も明確で強力な因子であ
ることを認識し、十分な情報収集に努めアセスメ
ントすることが再企図防止の第一歩と考える。効
果的な未遂者対策を実施しなければ、自殺者数を
減少させることは困難だと考えられている3）。

当院心療内科への受診歴のあるもの、入院中に
受診できたもの、退院後通院しているものは非常
に少なく、他院への受診者が多い。当院には心療
内科、精神科の入院病床はなく、嘱託医師による
外来診療のみであること、身体症状が消失すると
同時に退院するため入院期間が短いことが、当院
心療内科への受診状況に大きく影響していると思
われる。入院前の通院先に継続的なケアを依頼せ
ざるを得ない状況だからこそ、救急医療機関と精
神科医療機関および地域との連携が重要であると
考えていた。紹介状の記入状況は、41名（36.6％）
であり、他院への情報提供・連携において十分な
数とは言えない。しかし、市内の3施設に紹介さ
れた16名の追跡調査では、14名が退院当日から
3日以内の早期に紹介状を持参して受診していた。
問題解決しないまま元の生活に戻ることとなった
自殺未遂者は、相談することへの抵抗感や知られ
たくないという気持から、受診を拒否し深刻化す
ることもある。紹介状による情報提供は、本人の
受診を促し、精神科医療機関との連携に有用であ
ると思われた。

平成18年10月、国を挙げて自殺対策を総合的
に推進することにより、自殺の防止を図り、あわ
せて自殺者の親族等に対する支援の充実を図るた
め、自殺対策基本法が施行された。平成19年6月
には、基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対
策の指針として自殺総合対策大綱が策定された。

また、日本臨床救急医学会は、平成21年3月、
自殺未遂者への対応の手引き2）を発行した。内容
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は、自殺未遂者が救急医療機関に搬送されてから
退院するまでの情報収集、対応、治療、地域ケア
へのつなぎまでを丁寧に解説し、未遂者の自殺危
険性を低減させ、自殺を防ぐ保護因子を高めるた
めの取り組みを具体的に表している。そこで、手
引きに従って、当院と地域の特徴を考慮した、自
殺未遂者診療：飛騨地域連携モデルと、担当した
救急医が迷うことなく診療・ケアするための、自
殺未遂者のケア：現場でのフローチャートを作成
した。自殺企図患者が不信感や不安感を表出でき
る機会を与え、親身になって患者の苦しみや心配
事に耳を傾けることができるよう、TALKの原則
に基づいた介入についてなど、看護師の対応の流
れやポイントをまとめた。早期から医療社会課が
介入することで、患者の支援や退院・転院などの
治療方針の検討、患者に必要な社会資源・支援の
調整について他職種間で協議し7）、院内連携の充
実を図った。岐阜県の電話相談機関や「いのち・
サポートひだ」の案内も加えた。さらに、対応の
統一と退院時の安全性を確保するため、紹介状の
記入を促すためチェックリストを作成した。これ
らの活用によって、再企図予防のための適切なケ
アを展開することができると考える。救急医療機
関での取り組みは、現状を把握し、意識を高める
ための定期的勉強会の開催など、継続的に行って
いくための努力が必要である。

Ⅴ．おわりに

救命センターに入院された自殺企図患者の問題
は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題
など様々の問題と、その人の性格、家族の状況，

死生観などが複雑に関係している。それらを解決
するためには、院内、地域の医療機関、さらに退
院後の生活する地域など、多くの機関が密接に連
携し、包括的な取り組みが必要である。救急医療
機関である当院は、精神科病院および地域と、日
ごろから顔の見える関係づくりを行っておくこと
が大切である。今回追跡調査において、快く協力
してくださった地域の施設の方に感謝する。
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